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令和５年度  労 政 関 係 当 初 予 算 

 

 

一般会計予算総額     １０２,１００,０００千円 （Ａ） 
 

労 働 費 総 額          １４７,８６０千円 （Ｂ） 

（トライあい・松本の予算を含む） 
 

（Ｂ）／（Ａ） × １００ ＝ ０．１４  ％ 

 

 

 

区  分 事務事業名 事 務 事 業 の 概 要 
予算 

(千円) 

１ 技能功労者褒

賞事業 

  （240千円） 

⑴ 技能功労者 

褒賞 

長年、技能者として、技術の向上や後継者

の育成などを通じて、業界の発展に功績顕

著な者を褒賞する。 

240 

２ 労働相談事業 

  （540千円） 

⑴ 職業・労働相        

 談 

賃金、雇用、失業、内職、労働争議等、労

働問題全般にわたる相談、及び、UIJ ター

ン事業における職業相談等に応じる。 

540 

３ 勤労者福祉事業 

(38,000千円) 

⑴ 勤労者資金融

資預託金 

労働金庫の金融基盤を強化し、労働者の金

融対策の円滑化を促進する。 

また、勤労者の生活安定と福祉の向上に資

するため、労働金庫と協調し、資金融資を

行う。 

20,000 

⑵ 勤労者文化厚

生事業 

松本地区労働者福祉協議会が行う、メーデ

ー、体育、文化、厚生事業等の推進のため

助成する。 

3,700 

⑶ 建設国民健康

保険組合補助金 

松本建設労組､ 松筑建設労組に対し、建設

国保に係る事務費の一部を補助する。 

550 

⑷ (一財)松本市

勤労者共済会の

育成 

市内の中小企業の従業員と事業主を対象

に、共済金給付、生活資金融資、保養施設

の利用、レクリエーション等の福利厚生事

業を行う共済会に補助を行い育成する。 

4,870 

⑸ 勤労者住宅建

設資金融資利子

補給 

勤労者の住宅建設を促進するため、労働金

庫から融資を受けて市内に住宅を新築又

は増改築した場合、利子の一部を補給す

る。 

2,150 
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区  分 事務事業名 事 務 事 業 の 概 要 
予算 

(千円) 

⑹ 中小企業退職

金共済掛金補助

と加入促進 

国の中小企業退職金共済制度への新規加

入者に対し、掛金の 20％を補助し当制度へ

の加入援助施策を進める。 

5,310 

 

 

 

⑺ 特定退職金共

済掛金補助と加

入促進 

全国商工会議所が実施する共済制度に事

業主負担で加入した場合、その掛金に対

し、20％を補助する。 

1,420 

⑻ 健康経営普及

促進事業 

企業が従業員の健康づくりを経営課題と

位置づけて取り組む「健康経営」を、主に

中小企業に対して普及促進する。 

0 

４ 雇用対策事業 

（14,950千円） 

⑴ 勤労者心の健

康相談事業 

仕事や職場でメンタル面の悩みを抱える

勤労者とその家族、会社関係者からの相

談を、専門の相談員を配置し対応する。 

1,150 

⑵ 若者職業なん

でも相談事業 

学卒後に就職できなかった方、失業中の

方、転職を考えている方等とその家族から

の相談を、専門の相談員を配置し対応す

る。 

580 

⑶ 就職氷河期世

代就労相談 

就職氷河期世代と呼ばれる雇用環境が厳

しい時期に学校卒業期を迎え、様々な課題

に直面している方々を支援する。 

1,350 

⑷ 女性活躍推進

事業 

社会的ニーズが高まるデジタル人材の育

成により、女性の就労や活躍の場を支援す

る。 

4,830 

⑸ 障害者雇用促

進報奨 

市内在住の障害者を雇用した従業員 300 人

以下の事業所で、法定雇用率を達成した事

業主を表彰する。  

60 

⑹ 労働相談支援

事業 

仕事や日常生活の悩み・労使間トラブルな

どの相談に対し、専門の相談員を置くＮＰ

Ｏ法人への委託事業として対応する。 

4,880 

⑺ 新社会人激励

のつどい 

地元企業に新規就職をした若者を歓迎、激

励するため、商工会議所等と共催で実施す

る。 

300 

⑻ 雇用福祉協議

会の育成 

中小企業の雇用対策、福祉対策等労働諸問

題に対処するため、協議会の育成を図る。 

650 

⑼ 雇用啓発事業 未就職者や失業者の雇用促進を図るため、

商工会議所の事業を支援・助成する。 

180 

⑽ 職業訓練校の

育成 

技能労働者育成のため、認定職業訓練の施

設拡充、運営等に対し助成する。 

900 
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区  分 事務事業名 事 務 事 業 の 概 要 
予算 

(千円) 

⑾ 仕事と家庭の

両立促進事業 

企業における仕事と家庭の両立可能な就

業環境の整備が必要となっているため、そ

の啓発を目的に企業や勤労市民に向け、ワ

ーク・ライフ・バランスの促進、セミナー

やＰＲを実施する。 

0 

⑿ 労働教育 労働諸法、労働経済情勢等について学習の

機会を設け、労働者の意識向上に努める。 

60 

 

 

⒀ 労働情報の提

供 

春闘結果、夏季、年末一時金の妥結状況、

労働諸情勢の動向等を中心に、勤労市民ニ

ュース「労政まつもと」の発行や労働関係

図書を購入し、労使の参考にする。 

10 

 

 

５ その他労政事業 

（1,860千円） 

⑴ 市長と労働団

体との懇談会 

市長と松本地区労働者福祉協議会に加盟

する労働６団体の代表とが、労働関係の諸

問題や、労働団体からの要望事項などにつ

いて協議・懇談を行い、相互理解を図る。 

0 

⑵ ものづくり人

材育成事業 

技能五輪全国大会の開催を契機に、次代に

繋がる人材育成施策として、地域産業の将

来を担う若年者の育成や地元への就職、及

び産業に必要な人材確保など、総合的に人

材育成を支援する。 

1,860 

⑶ 労働資料作成 「労働行政の概要」を作成する。 0 

６ 労働関係施設

の管理運営 

（22,690千円） 

⑴ 松本市勤労者

福祉センター 

勤労者の福祉増進に寄与することを目的

として、勤労者の文化、教養、いこいの場

として提供する。 

18,630 

⑵ 松本市勤労会

館 

市内に働く勤労者の福祉向上と研修及び

教養を高める場を提供する。 

4,060 

※ 一般職の人件費分は除いて作成 
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労働行政関係機関 

長野労働局 

〒３８０－８５７２ 

長野市中御所１－２２－１ 

℡０２６－２２６－０８６５ 

松本労働基準監督署 

〒３９０－０８５２ 

松本市大字島立１６９６ 

℡０２６３－４８－５６９３ 

ハローワーク松本 

(公共職業安定所) 

〒３９０－０８２８ 

松本市庄内３－６－２１ 

℡０２６３－２７－０１１１ 

長野県 産業労働部 労働雇用課 

〒３８０－８５７０ 

長野市大字南長野字幅下６９２－２ 

℡０２６－２３５－７１１８ 

長野県 産業労働部 人材育成課 

〒３８０－８５７０ 

長野市大字南長野字幅下６９２－２ 

℡０２６－２３５－７１９９ 

長野県 松本地域振興局 商工観光課 

〒３９０－０８５２ 

松本市大字島立１０２０ 

℡０２６３－４０－１９３２ 

長野県 中信労政事務所 

〒３９０－０８５２ 

松本市大字島立１０２０ 

℡０２６３－４０－１９３６ 

長野県 松本技術専門校 

〒３９９－００１１ 

松本市寿北７－１６－１ 

℡０２６３－５８－３１５８ 

ジョブカフェ信州 

(長野県若年者就業サポートセンター) 

〒３９０－０８１５ 

松本市深志１－４－２５ 

℡０２６３－３９－２２５０ 

ポリテクセンター松本 

（独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機

構長野支部 長野職業能力開発促進センター 

松本訓練センター） 

〒３９９－００１１ 

松本市寿北７－１７－１ 

℡０２６３－５８－２９０５ 

松本商工会議所 

〒３９０－８５０３ 

松本市中央１－２３－１ 

℡０２６３－３２－５３５５ 

松本地区労働者福祉協議会 

〒３９０－０８４１ 

松本市渚１－２－１ 

℡０２６３－２６－６０２９ 

 


